
育成料口座振替（自動払込）のお知らせ 

 

一般登録早朝・夕方利用、学童クラブの利用にかかる育成料・延長育成料は、保護者のみ
なさまの負担軽減及び収納事務費削減のため、金融機関の口座振替（自動払込）で納入して
いただいております。ご協力をお願いします。 

 

申し込み方法  ※よくお読みください。 
① 口座振替依頼書の太線内（ピンク色の部分）を黒のボールペン（消せるボールペン不可）

で強く記入してください。 

② 預金口座は保護者の方であれば、どなたの名義でも結構です。 
③ 依頼先の金融機関及び支店・預金種目・口座番号・記号・番号・口座名義人・届出印に

不備または間違いがある場合は、口座振替（自動払込）手続きができないので、申し込
み前に必ず再度確認をお願いします。 

④ 一般登録早朝・夕方利用、学童クラブ利用は、年度ごとに申請が必要ですが、口座振替
（自動払込）については、一度申し込むと、一般登録早朝・夕方利用、学童クラブを利
用している期間中有効です。ただし、途中で利用を辞退し、再度利用を申請する場合は、
再度提出が必要となることがあります。 

⑤ 一部口座振替に対応していない金融機関があります。詳細は以下のお問い合わせ先まで
お問い合わせください。 

⑥ 口座振替依頼書は 1・2・3 枚目を他の申請書類とともに、わくわく☆ひろば、学童クラ
ブに提出してください。 

⑦ 4 枚目（お客様控え）を切り取って、自宅で保管してください。 

⑧ 裏面に記入例があります。ご確認のうえ、ご記入ください。 
 

口座振替（自動払込）について 
① 振替日は毎月月末です。ただし、月末が金融機関の休業日にあたる場合は、翌金融機関

営業日が振替日となります。 

② 口座振替開始については、通知しません。 

③ 領収書は発行しません。通帳を記帳して、ご確認ください。 

④ 記入漏れや誤字により、手続きが遅れると、口座の登録までの間、銀行・郵便局にて、
育成料を納付していただく場合があります。 

 

お問い合わせ先 
北区教育委員会事務局子ども未来部子どもわくわく課運営支援係 
〒114-8546 北区滝野川 2-52-10  電話 3908-9361（直通） 
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